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● e-Taxの届出書提出が不要に

●コラムを交えて国税庁について紹介

●義援金の取扱いについてＦＡＱで詳しく解説
　平成30年7月の豪雨によって多くの被害が発生したことを受け、国税庁のホームページ上で「平成30年7月豪雨に関するお知らせ」のページが開設
されました。今回の豪雨により被害を受けた場合に、次のような税制措置があることを解説しています。
①　国税の申告期限の延長、納税の猶予等
　岡山県、広島県、山口県及び愛媛県の一部の地域においては、平成30年7月5日以後に期限が到来する国税の申告、納付、徴収等について、期限の
延長が行われています。延長後の期限については、国税庁から告示されることになっています。期限の延長が行われているのは、具体的には次の指定
地域に納税地のある者（法
人含む）です。
　右記の指定地域以外でも、
所轄税務署長が認める場合
は、納税者の個別の申請に
基づいて期限の延長が行わ
れます。
②　住宅や家財に損害を受けた場合
　災害により住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告において「雑損控除」又は「災害減免法に定める税金の軽減免除」のどちらか有利な方
法を選択適用できる場合があります。また、給与、公的年金、報酬等から徴収される源泉所得税の徴収猶予や還付を受けられる場合があります。
③　義援金に関する取扱い
　「義援金に関する税務上の取扱いＦＡＱ」において、個人や法人が義援金等を支払った場合の税務上の取扱いを解説しています。この中で、被災自
治体の災害対策本部に対する義援金や、日本赤十字社や社会福祉法人中央共同募金会の専用口座に対して支払った義援金については、次のように解説
しています。

　国税庁はe-Taxのホームページ
上で「e-Tax利用の簡便化の概要
について」を公表しました。国税
庁は現在、個人納税者のe-Tax利
用をより便利にするためのシステ
ム改修を進めており、平成31年１
月からは、右記のようにe-Taxの
利用方法が簡便化されます。

｢平成30年7月豪雨に関するお知らせ」のページを開設

｢e-Tax利用の簡便化の概要について」を公表

｢国税庁レポート2018」を公表

第６回どうなる!?
税理士　友松悦子

税理士●　社長、御社はカフェの経営をされていますよね。基本的には標準税率
が適用されますが、弁当の販売や公園等での出張販売もされています
ので、税率について確認しておいたほうが良いと思うのですが、いか
がでしょうか。

社　長●　ええっ!?　全部、標準税率だと思っていましたが、軽減税率になるこ
ともありますか？

税理士●　はい。カフェのランチメニューを容器に入れて、持ち帰り弁当にした
場合は、単なる飲食料品の販売に該当しますから、軽減税率になりま
す。ただし、そのお弁当をお客様が店内で食べるときには標準税率に
なります。

社　長●　うわっ、難しいですね。違いは何ですか？
税理士●　違いは、飲食料品の販売であるのか、飲食料品を飲食させる役務の提

供、つまり食事の提供であるのか、ということになります。結局はお
客様に店内で食べるか、持ち帰るかの意思確認をしていただき、持ち
帰りの場合だけが軽減税率と判断します。

社　長●　お客様にお聞きして、それで判断すればいいのですね。ちょっと安心
しました。

税理士●　きっと大丈夫だと思います。次に、キッチンカーで公園や広場などに
行かれて、カレーやパスタ、飲み物などを販売される場合についてで
す。

社　長●　月に１回はキッチンカーで出張販売していますね。
税理士●　そのときの飲食の状況ですが、その販売したカレーなどをお客様はど

のようにして食べていらっしゃいますか？
社　長●　主催者があるイベントの場合は、主催者が準備したテーブルと椅子の

ところへ持っていって食べていらっしゃいます。また、主催者がない
場合などは、その辺のベンチやお客様が持ってきたシートの上で食べ
ていらっしゃいます。

税理士●　そうすると、前者の場合は食事の提供を行うものであることから標準
税率になります。後者は、飲食料品の販売に該当し軽減税率となりま
す。

社　長●　これはまたややこしいですね。何か基準はありますか？
税理士●　はい。判断の基準は、テーブル、椅子、カウンターなどの飲食させる

ための設備の有無がポイントです。設備を自ら設置している場合と、
自ら設置していないけれども設備設置者から使用許可等を受けている
場合には、食事の提供となり標準税率が適用されます。これに対し、
設備がない場合と、あったとしても誰でも自由に使用できるような場
合には、飲食料品の販売に該当し、軽減税率となります。

社　長●　なるほど。これなら判断できると思います。

新刊書のご案内

◆お求めはお近くの納税協会へ

納税協会の「総務管理者養成講座」
詳しくは
各納税協会のホームページ

をクリック！

https://www.nouzeikyokai.or.jp/seminar/

実力派を目指すあなたのための─。

公益財団法人 納税協会連合会　事業部
〒540－0008　大阪市中央区大手前1 －5 －33（納税協会ビル6階）
TEL　06－6937－5115　 FAX　06－6937－5502

講義コース

通信コース・e－通信コース・通信セレクト・e－通信セレクト

履修科目

受 講 料
（消費税込）

①総 務 実 務　②経 理 実 務　③源泉徴収事務
④社会保険事務　⑤労働保険事務　⑥労務管理事務

講義コース 〈大阪・神戸教室〉（納税協会会員） 65,880円
　　　　　　〃　　　　　 　（一　　　　般） 76,680円
通信コース・e －通信コース（納税協会会員） 52,920円
　　　　　　〃　　　　　 　（一　　　　般） 63,720円
通信セレクト・e－通信セレクト（納税協会会員） 10,800円(※）

　　　　　　〃　　　　　 　（一　　　　般） 12,960円(※）

『大阪教室 夜間コース』
開催日時　2018年後期Ｂ　9月25日(火)～11月6日(火）
　　　　　　　　　　＋
　　　　　2019年前期Ａ　4月2日(火)～5月23日(木）
　　　　　(18：30～20：30、計54時間　27日間）

会　　場　納税協会連合会　研修センター
(大阪市中央区谷町１－5－4 近畿税理士会館大同生命ビル10階）

＊2018年後期Ｂ＋2019年前期Ａ 大阪教室申込み受付中＊

常時受け付けています。

※　履修科目①～⑥の１科目についての受講料です。
　　通信セレクト・e-通信セレクトでは、学習したい科目を１～3科目まで選んでいただけます。

国税庁

国税庁

　国税庁は「国税庁レポート
2018」を公表しました。国税
庁の使命や課題、国税庁の概
要、取組方針や各種施策、１
年間の活動内容やその年のト
ピックスなどについて、興味
深いコラムや統計資料等を交
えて解説しています。具体的
には、次のような記載内容と
なっています。

源泉所得税取扱いの手引
公益財団法人 納税協会連合会 編

課税対象が多岐にわたり、数多くの関係法令及び政省令、個別通達等から構成
されている源泉所得税について、所得の種類別に法令、通達等をわかりやすく
体系的にまとめて収録。

日常的な会社税務、決算対策、特別な事案、社長個人の税金など経営の視点を織り混ぜて
解説！　巻末には総合計算例も収録。

　その他、認定ＮＰＯ法人やそれ以外のＮＰＯ法人、公益法人、募金団体等に対して支払った義援金や、法人が被災した取引先に対して支払った見舞
金についても、その税務上の取扱いを解説しています。

国税庁

個人が支払った場合
「特定寄附金」に該当し、所得税の寄附金控除の対象となります。
また、「ふるさと納税」に該当し、個人住民税の寄附金税額控除の
対象になります（ワンストップ特例制度の適用が可能）。

法人が支払った場合

「国等に対する寄附金」に該当し、その全額が損金算入されます。

ＩＤ・パスワード方式※方式 マイナンバーカード方式

税務署で職員との対面による本人確認に基づいて通
知されたＩＤとパスワードだけで、国税庁ホームペ
ージの「確定申告書等作成コーナー」からe-Taxの
利用が可能。

概　　要

マイナンバーカードを用いて、マイナポー
タルやe-Taxホームページ等からe-Taxに
ログインするだけで、より簡単にe-Taxの
利用が可能。

マイナンバーカードとＩＣカードリーダライタがな
くてもe-Taxの利用が可能。メリット e-Taxの開始届を提出し、ＩＤとパスワー

ドの通知を受ける必要がない。
※ マイナンバーカード及びＩＣカードリーダライタが普及するまでの暫定的な対応とされています。

指定地域県名
岡山市北区・東区、倉敷市真備町、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、小田郡矢掛町岡山県
広島市安芸区、呉市、竹原市、三原市、尾道市、東広島市、江田島市、安芸郡府中町・海田町・熊野町・坂町広島県
岩国市周東町山口県
宇和島市、大洲市、西予市愛媛県

内　　容項　目
国税庁の任務と使命、各種取組の紹介、国税組織の概要など国税庁について
納税者への情報提供、e-Taxの運営、確定申告の対応、マイナンバーへの対応、消費税改正への対応などサービス充実と行政効率化
税務調査での取組事項、調査以外の手法、査察の状況、滞納者への対応、国際取引への対応など適正・公平な課税・徴収
不服申立制度の概要と現状権利救済
日本産の酒類の振興への取組、公正な取引環境整備への取組など酒税行政
税理士会との連絡協調、税理士等に対する指導監督など税理士業務の適正運営
国税庁の使命・任務に対する実績の評価など政策評価
租税収入・予算、申告・課税状況、調査状況などの資料資料編

★飲食店が、店内飲食で食事の提供をする場合は標準税率の適用。
持ち帰り弁当を販売する場合は飲食料品の販売であり軽減税率
の適用。
★屋台やキッチンカーなどでの販売について、標準税率の適用か
軽減税率の適用かは、次により判断。

①　自らテーブル、椅子、カウンター等を設置している場合
②　自ら設置はしていないが、例えば、設備設置者から使用許可
等を受けている場合

①　テーブル、椅子、カウンター等がない場合
②　テーブル、椅子、カウンター等はあるが、例えば、公園など
の公共のベンチ等で特段の使用許可等をとっておらず、顧客が
使用することもあるがその他の者も自由に使用している場合

《ポイントの整理》

標準税率の適用となる場合

軽減税率の適用となる場合

■B5判1,080頁／定価：本体 4,400円＋税

平成30年版
サービス付き

会社の税金実務必携
平成30年版

公認会計士・税理士　溝端浩人・妙中茂樹・山本敬三
税理士　松本栄喜　　公認会計士・税理士　城　知宏　 編著

平成30年度税制改正関連法令等対応の最新版

■B5判400頁／定価：本体 3,200円＋税

平成30年版
法人税申告書と決算書の作成手順
税理士　杉田宗久・岡野敏明 共著
実務上、同時進行の形で作成される申告書と決算書に着目し、日常の経理業務
から決算業務、申告書作成業務を、各々の関連を示しながら作成手順に従い具
体例をもって解説。

法人税申告書作成ゼミナール
公認会計士・税理士　鈴木基史 著

■B5判264頁／定価：本体 3,000円＋税
法人税の申告書を「自力で書けるようになる」ための一番わかりやすい申告実務
の入門書！

【別冊図解付き】

■B5判416頁／定価：本体 3,000円＋税

路線価による土地評価の実務
公認会計士・税理士　名和道紀　税理士　長井庸子 共著

平成30年
8月改訂
路線価図・評価倍率表の見方、計算方法をはじめ、土地の評価全般、評価明細
書の書き方など、豊富な具体事例で初心者にもわかるように解説。

■B5判400頁／定価：本体 2,200円＋税

対話式平成30年版


